
尾張旭市監査公表第１６号 
令和８年２月３日付け尾張旭市監査公表第４号をもって公表した定例監査結果報告

について、令和８年３月２４日付け７土第７５４号で市長から措置を講じた旨の通知

がありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規

定により次のとおり公表します。 
令和８年３月３０日 
 

尾張旭市監査委員　山　田　義　浩　　　　　 
 
 
　    　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市監査委員　市　原　誠　二　　　　　 

 
都市整備部土木管理課 

 監 査 の 指 摘 事 項 措　置　状　況

 尾張旭市会計規則（昭和５８年尾張旭市

規則第１１号。以下「会計規則」という。）

第４条第２項の規定により、調定の決議に

は、調定の根拠、計算の基礎を明らかにし

た帳票類を添付しなければならない。しか

しながら、書類・図書等複写料については、

その根拠等を明らかにした帳票類を添付

しないまま調定を決議していた。 
収入の事務手続を適切に実施されたい。

複写物の引渡し時に書類・図書等複写

料に関する領収書の写しを取り、当該領

収書を調定を決議する際の根拠資料とし

て添付するよう手順を改めた。

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第　

１６号）第１７１条の規定により、普通地

方公共団体の長は、債権（地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３１条の３第

１項に規定する歳入に係る債権を除く。）

について、履行期限までに履行しない者が

あるときは、期限を指定してこれを督促し

なければならず、会計規則第２０条の規定

により、督促は、督促状兼領収書（会計規

則第３号様式）を発することによるものと

なっている。 
同課は、市有財産賃貸借契約を締結した

者に対し、令和７年４月２日付けで、令和

７年度貸付料の納入を通知（納期限は同年

５月１６日）した。同者は、納期限を過ぎ

ても納入しなかったが、同課は、口頭で納

入の催促をするのみで、督促状兼領収書を

発していなかった。 

会計規則第２０条の規定に基づき、令

和７年１２月１７日付けで文書による督

促を行い、令和８年１月５日に貸付料の

支払を受けた。 
その後、市有財産賃貸借契約書第７条

第１項に基づき、令和８年１月１６日付

けで延滞金の請求を行い、令和８年３月　

１３日に延滞金の支払を確認した。 
今後は、貸付料の納入状況を定期的に

確認し、履行期限までに履行しない者が

あるときは、会計規則にのっとり適切な

債権管理事務を進めることとし、再発防

止に努める。



 なお、同貸付料は監査実施時点において

も未納であった。 
債権管理事務を適切に実施されたい。

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第

７３条第１項及び尾張旭市道路占用料条

例（昭和５１年尾張旭市条例第１４号）第

５条第１項の規定により、道路占用料を納

付しない者がある場合において、道路管理

者は、納付期限より１月以内に督促納期限

を定め督促状により督促しなければなら

ない。 
しかしながら、同課は、同条例第２条の

規定により算定した令和６年度の道路占

用料２７，３００円（令和６年５月７日付

けで納入を通知。納期限は同年６月７日。）

を納付しない者に対し、令和７年４月１４

日付けで督促していた。 
また、同法第７３条第２項並びに同条例

第５条第２項及び第３項の規定により、督

促した場合においては、延滞金（占用料の

額が１，０００円以上である場合に、納付

期限の翌日から納付の日までの日数に応

じ占用料の額に年１０．７５パーセントの

割合を乗じて得た額）及び手数料（督促状

１通につき通常葉書の料金の額に相当す

る額）を徴収するものとされている（延滞

金額が１００円未満のときは、これを徴収

しない。）。 
しかしながら、同課は、前述の者が令和

７年５月２０日に当該道路占用料を納付

したことにより徴収すべき延滞金　　　

２，７９０円及び手数料８５円を徴収して

いなかった。 
債権管理事務を適切に実施されたい。

　令和７年１２月２４日付けで延滞金及

び手数料徴収の通知を行い、令和８年１

月８日に支払を確認した。 
　今後は、道路占用料の納入状況を定期

的に確認し、履行期限までに履行しない

者があるときは、道路法及び道路占用料

条例にのっとり、適切な債権管理事務を

進めることとし、再発防止に努める。

 尾張旭市契約規則（昭和５３年尾張旭市

規則第１９号。以下「契約規則」という。）

第３２条によれば、随意契約を締結する場

合において、契約金額が少額であり、かつ、

契約の相手方が契約を履行しないことと

なるおそれがないと認められるとき（同条

第６号）は、契約保証金の全部又は一部を

指摘事項について、課内で共有を図る

とともに、契約保証金を免除する場合、契

約規則の適用すべき規定を確認すること

を徹底する。 
今後は、尾張旭市契約規則にのっとり

適切に契約事務を進めることとし、再発

防止に努める。



 免除することができる。 
契約制度を所管する総務部総務課によ

れば、同号の「契約金額が少額」とは、契

約規則別表で定めのある、契約の種類に応

じた額の範囲内のことである。 
土木管理課は、土地売買契約（市から　

買 請 人 へ の 売 渡 、 契 約 金 額　　　　　　　

１，１１５，４４４円）において、契約規

則別表では、財産の売払いは５０万円とさ

れているにもかかわらず、同号に該当する

ものとして、契約保証金を免除していた。 
契約事務を適切に実施されたい。

 本市の入札及び随意契約の公表に関す

る取扱要綱（平成１１年尾張旭市要綱等。

以下「公表取扱要綱」という。）によれば、

制限付き一般競争入札又は指名競争入札

による建設工事の契約について、契約締結

後に工事契約結果調書を公表する（以下こ

の公表を「工事契約の公表」という。）もの

とされている。 
しかしながら、同課は、幹線道路補修工

事（制限付き一般競争入札）の契約後に、

工事契約の公表をしていなかった。 
公表取扱要綱に沿った事務処理を漏れ

なく実施されたい。

指摘後、直ちに工事契約の公表を行っ

た。 
今後は、工事契約事務と並行し公表の

事務を進めることとし、再発防止に努め

る。


